
高知市犯罪被害者等支援条例（案）概要
１ 条例制定の背景等

２ 国、高知県の動き

４ 全国の特化条例制定状況 （R７.10月調査）

◆ 基本理念（３条）

＜条例の概要＞

◆ 施策

●相談及び情報の提供等（９条）

●心身に受けた影響からの回復（12条）

●安全の確保（13条）、居住の安定（14条）

●市民・事業者の理解の増進（16条）

◆ 目的（１条）

◆ 市の責務（４条）
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３ スケジュール
11月
(R7）

12月 １月
(R8)

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

議会
関係

意見
聴取等

委員会でパブコメ案を説明 条例の公布

安全で安心な
まちづくり会議 パブリックコメント（1/5～2/5)

条例議案の提出 条例の施行

公布日 施行日

●経済的負担の軽減（10条）

パブリックコメントに対する回答（ホームページ登載)

条例の周知・啓発、職員の研修


